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未使用線は、シース端面で切断すること

通電チェックのこと

シールド線は熱収縮チューブ処理後、圧着のこと（ダミー配線：UL3443もしくはUL1061使用可）

ツイストペアの指定箇所は撚り対処理(5撚り以上/100mm)を施すこと

製品に汚れ、変形等無きこと

圧着機はコネクターメーカー推奨品を使用のこと

《配線に関する注記》

塗装面にキズ、汚れ、色ムラ、液ダレ、気泡等無きこと（当社基準IQC-C004による）

塗装条件は塗料メーカー推奨値を参照のこと

塗装面以外への塗料の回り込み可

マスキング部、ねじ部は塗装不可

図面寸法は仕上がり寸法を示す

《表面処理(塗装含む)に関する注記》

製品にバリ、ヒケ、カケ、キズ、ワレ等無きこと（当社基準IQC-C004による）

意匠面はシボ加工のこと（棚澤八光社**）

ゲート残り0.1mm以下のこと

押しピン位置、ゲート位置、ゲート仕上げは打合せにより決定のこと

指示無き角隅RはR1のこと

指示無き抜き勾配は2°以下のこと【ゴムの場合は記入しない】

指示無き寸法許容差は、ドイツ工業用品規格【VDI-2005】中級とする。

《金型(樹脂、ゴム)に関する注記》

製品にバリ、ヒケ、カケ、ワレ等無きこと

意匠面にス、キズ無きこと（当社基準IQC-C004による）

押しピン位置、湯口位置、湯口仕上げは打合せにより決定のこと

研掃機で処理のこと

指示無き角隅Rは*のこと

指示無き抜き勾配は*以下のこと

図中寸法の(+)、(-)は勾配の方向を示す

《金型(アルミダイカスト)に関する注記》

製品にキズ等無きこと（当社基準IQC-C004による）

指示無き角隅はR0.3以下のこと

指示無き寸法許容差はJIS H 4100特殊級による

寸法公差は、JIS B 0408 - Bを適用すること

溶接構造は不可とする【溶接構造とする場合、溶接指示を漏れなく記入すること】

図面寸法は仕上り寸法を示す【後処理がある場合のみ記入】

製品にキズ等無きこと（当社基準IQC-C004による ）

製品にバリ、カエリ、汚れ、変形等無きこと

指示無き曲げ角度は90°±1°のこと

意匠面にキズ無きこと（当社基準IQC-C004による）

指示無き隅はR0.4以下のこと

図面寸法は仕上り寸法を示す【後処理がある場合のみ記入】

製品にバリ、カエリ等無きこと

意匠面とねじ穴にス無きこと【鋳造素材の場合のみ記入】

指示無き曲げRは内Rにて板厚以下のこと

《板金に関する注記》

《金型(アルミ押出)に関する注記》

指示無き各稜はC0.1～C0.3のこと

《加工に関する注記》

【使い方】
　①ｼｽﾃﾑｵﾌﾟｼｮﾝの「図面」＞『ﾄﾞﾗｯｸﾞによる注記のﾏｰｼﾞを中止』のチェックを外す。
　②以下のリストから必要な注記を図枠内の注記にドラッグ&ドロップする。

図面寸法は仕上り寸法を示す【後処理がある場合のみ記入】

意匠面にキズ無きこと（当社基準IQC-C004による）

※1はツイストペアケーブルを示す

《その他》

納入仕様書：AP****【納入仕様書を取り交わした場合のみ記入】
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